
地
域

森
林
計
画
の
策
定

に
つ

い
て

平
成

２
６
年

９
月

１
１
日

林
野

庁
森

林
整

備
部

計
画

課

地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議

提
案

募
集

検
討

専
門

部
会

ヒ
ア
リ
ン
グ
資
料

通番４６：都道府県の地域森林計画に係る国の同意協議の廃止（農林水産省林野庁）
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１
森

林
計

画
制

度
の

目
的

と
役

割

○
森
林
計
画
制
度
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
や
水
源
の
涵
養
、
山
地
災
害
の
防
止
、
林
産
物
の
供

給
等
の
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
を
図
る
た
め
、
国
が
全
国
的
な
視
点
か
ら
全
国
森

林
計
画
に
お
い
て
森
林
の
取
扱
い
に
係
る
目
標
や
基
本
的
な
考
え
方
を
規
定
し
、
こ
れ
に
即
し

て
、
都
道
府
県
が
地
域
の
実
態
に
応
じ
地
域
森
林
計
画
に
お
い
て
森
林
の
取
扱
い
に
係
る
基
準

や
方
法
等
を
具
体
的
に
規
定
す
る
も
の

○
森
林
の
成
長
量
に
応
じ
た
伐
採
量
、
伐
採
に
応
じ
た
造
林
量
な
ど
、
森
林
の
取
扱
い
の
根
幹
に

係
る
計
画
量
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
国
と
協
議
し
国
が
同
意
す
る
仕
組
み
に
よ
り
整
合
を
図

り
、
森
林
・
林
業
施
策
の
実
効
性
を
確
保

○
ま
た
、
伐
採
、
造
林
、
間
伐
の
方
法
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
国
と
協
議
す
る
仕
組
み
に
よ
り
、

伐
採
、
造
林
等
に
係
る
勧
告
・
命
令
や
森
林
経
営
計
画
の
認
定
基
準
に
係
る
森
林
施
業
方
法
の

規
律
に
つ
い
て
の
全
国
的
な
公
平
性
を
担
保

16



２
地

域
森

林
計

画
策

定
の

ス
キ
ー
ム

・
森

林
整

備
・
保

全
の

目
標

・
立

木
の

伐
採

量
・
林

道
開

設
量

・
造

林
量

・
間

伐
量

・
治

山
事

業
施

行
地

区
数

・
保

安
林

の
整

備

地
域
森
林
計
画
（
都
道
府
県
）

森
林
法
第
５
条

・
伐

採
、
造

林
、
間

伐
の

方
法

・
施

業
の

集
約

化
、
機

械
化

に
関

す
る
こ
と

・
森

林
の

機
能

ご
と
の

整
備

の
方

針
等

・
伐

採
、
造

林
、
間

伐
の

方
法

・
施

業
の

集
約

化
、
機

械
化

に
関

す
る
こ
と

・
森

林
の

機
能

ご
と
の

整
備

の
方

針
等

全
国

森
林

計
画

（
国

）
森

林
法

第
４
条

地
域
の
特
性
に
応
じ
た
森
林
の
取
扱
い

計
画
量

全
国
的
な
視
点
か
ら
の
森
林
の
取
扱
い

即 し て

計
画
量

市
町
村
が
策
定
す
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
、
森
林
所
有
者
等
が
作
成
す
る
森
林
経
営
計
画
等
を
通
じ
て
計
画
の
実
行
を
確
保

・
森

林
整

備
・
保

全
の

目
標

・
立

木
の

伐
採

量
・
林

道
開

設
量

・
造

林
量

・
間

伐
量

・
治

山
事

業
施

行
地

区
数

・
保

安
林

の
整

備

届 出

協 議 ・ 同 意

森
林

施
業

の
指

針
や

規
範

協 議

森
林

施
業

の
指

針
や

規
範

・
そ
の

他
森

林
の

整
備

及
び
保

全
の
た
め
に
必
要
な
事
項
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３
地

域
森

林
計

画
の

国
へ

の
協

議
・
同

意
の

必
要

性
①

適
切

な
森

林
の

整
備

・
保

全
を
全

国
的

に
確

保
（
そ
の

１
）

○
森

林
の

有
す
る
多

面
的

機
能

の
効

果
は

、
広

域
に
及

ぶ
と
と
も
に
、
ひ
と
た
び
失

わ
れ

る
と
回

復
に
長

期
を
要

す
る

○
地

球
温

暖
化

防
止

に
向

け
た
森

林
吸

収
源

対
策

の
推

進
、
頻

発
し
て
い
る
自

然
災

害
へ

の
防

備
、
さ
ら
に
外

国
資

本
に
よ
る
森

林
買

収
の

懸
念

と
い
っ
た
全

国
的

課
題

が
あ
る
中

で
、
未

然
に
無

秩
序

な
伐

採
・
開

発
を
防

ぎ
、
確

実
な
更

新
・
保

育
を
実

施
し
、
永

続
的

に
森

林
生

態
系

を
維

持
し
森

林
資

源
を
確

保
し
て
い
く
こ
と
が

必
要

■
過
去

の
森

林
荒

廃
と
現

在
の

森
林

状
況

計
画

的
な
森

林
の

整
備
・
保
全
の
成
果

滋
賀
県
野
洲
市

（
明
治

44
(1

91
1)
年
）

滋
賀
県
野
洲
市

（
平
成

21
（
20

09
）
年
）

■
山

地
災

害
の

発
生

リ
ス
ク
の

高
ま
り

0510152025303540

19
76

19
81

19
86

19
91

19
96

20
01

20
06

20
11

1,000地点あたりの観測回数

１
時
間
降
水
量
８
０
m
m
以

上
の

発
生

回
数

（
10

00
地

点
当

た
り
）

20
04

～
20
13
平

均
17
.6
回

19
76

～
19
83
平

均
11
.8
回

19
94

～
20
03
平

均
15
.3
回

19
84

～
19
93
平

均
12
.1
回

出
典

：
気

象
庁
HP

デ
ー
タ
を
基
に
作
成
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○
全

国
森

林
計

画
で
は

、
都

道
府

県
の

意
見

を
聴

い
て
全

国
４
４
の

広
域

流
域

ご
と
に
森

林
の

整
備

・
保

全
の

目
標

を
設

定
し
、
そ
の

達
成

に
必

要
な
立

木
の

伐
採

量
や

造
林

量
・
間

伐
量

等
の

計
画

量
を
定

め
て
い
る
と
こ
ろ

○
伐

採
量

と
間

伐
量

は
お
お
む
ね

計
画

量
を
確

保
し
て
い
る
一

方
、
造

林
量

は
計

画
量

を
下

回
っ
て
い
る
状

況

○
将

来
に
わ

た
っ
て
我

が
国

全
体

の
二

酸
化

炭
素

吸
収

や
林

産
物

の
供

給
等

の
森

林
の

有
す
る
多

面
的

機
能

の
発

揮
を
確

保
す
る
上

で
、
適

切
な
伐

採
及

び
そ
の

跡
地

へ
の

造
林

を
進

め
る
こ
と
は

重
要

な
課

題

○
こ
の

た
め
、
森

林
の

成
長

量
に
応

じ
た
伐

採
量

、
伐

採
に
応

じ
た
造

林
量

な
ど
森

林
の

取
扱

い
の

根
幹

に
係

る
計

画
量

に
つ
い
て
は

、
資

源
計

画
と
し
て
の

国
の

全
国

森
林

計
画

と
の

整
合

性
を
保

つ
必

要

生
物

多
様

性
の
保
全

○
野
生
動
植
物
種
の
生
育

・
生
息
の
場

○
森
林
生
態
系
の
保
全

■
森
林
の
有
す
る
多

面
的

機
能

の
発

揮
水

源
の

か
ん
養

○
洪
水
緩
和

○
水
資
源
貯
留

○
水
質
浄
化

国
土

の
保

全
○
土
砂
災
害
防
止

○
土
壌
保
全

そ
の
他

・
快

適
環

境
形

成
・
保

健
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

・
文

化

地
球

温
暖

化
の

防
止

○
二
酸
化
炭
素
吸
収

○
化
石
燃
料
代
替

CO
2

O
2

木
質

ペ
レ
ッ
ト

林
産

物
の

供
給

○
木

材
（
建

築
材

、
燃

料
材

等
）

○
食

料
（
き
の

こ
、
山

菜
等

）

①
適

切
な
森

林
の

整
備

・
保

全
を
全

国
的

に
確

保
（
そ
の

２
）

■
伐

採
立

木
材

積
等

の
実

績

区
分

実
行

率
※
1

伐
採
立
木
材
積

主
伐

84
%

間
伐

10
3%

人
工
造
林
面
積

48
%

保
安
林
の
指
定
面
積

※
2

94
%

※
１

実
行

率
は

、
前

全
国

森
林

計
画

（
平

成
21

～
36

年
度
の
計
画
量
の
年

平
均

）
に
対

す
る
実

績
（
平

成
20

～
23

年
度

実
績

の
年

平
均

）
の

割
合

※
２

保
安
林
の
指
定
面
積
の
実
行
率
は
、
前
全

国
森
林
計
画
の
計
画
面
積

に
対
す
る
平
成
23

年
度
末
時
点
の
指
定
面
積
の
割
合

○
森
林
の
有
す
る
公
益

的
機
能
の
貨
幣
評
価
額
に
つ
い
て
は
年
間
約
70

兆
円

※
と
試

算

※
貨
幣
評
価
可
能
な
機
能
は
一
部

に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
機

能
に
よ
り
評
価
手

法
が
異

な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
単

純
に

合
計

す
る
こ
と
は
正

確
で
は
な
い
が
、
参

考
と
し
て
示

し
た
も
の

※
日

本
学

術
会

議
答

申
「
地

球
環

境
・
人

間
生

活
に
か
か
わ
る
農

業
及

び
森

林
の
多

面
的

機
能

の
評

価
に
つ

い
て
」

及
び

同
関

連
付

属
資

料
（
平

成
1
3
（
2
0
0
1
）
年

1
1
月

）
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②
日

本
と
し
て
国

際
的

に
表

明
し
た
森

林
吸

収
源

対
策

の
着

実
な
実

行
を
確

保

○
地
球
温
暖
化
対
策
に
お
い
て
、
温
室
効
果
ガ
ス
（
C
O

2
）
の
吸
収
源
で

あ
る
森

林
の

整
備

が
重

要
な
役

割

○
京
都
議
定
書
第
１
約
束
期
間
（
2
0
0
8
～
2
0
1
2
年
）
に
お
け
る
我
が
国

の
削

減
約

束
(1
9
9
0
年

比
６
％

減
)の

う
ち
、
3
.8
％

を
森

林
吸

収
源

対
策

で
確

保

○
第
２
約
束
期
間
（
2
0
1
3
年
～
2
0
2
0
年
）
に
つ
い
て
我
が
国
は
、

・
2
0
2
0
年
の
削
減
目
標
を
2
0
0
5
年
度
総
排
出
量
比
で
3
.8
%
減
と
す
る
こ

と
・
こ
の

う
ち
2
.8
%
以

上
を
森

林
吸

収
源

対
策

で
確

保
す
る
こ
と

を
表

明
（
平

成
2
5
年

1
2
月

に
国

連
気

候
変

動
枠

組
条

約
事

務
局

に
提

出
し
た
第

1
回

隔
年

報

告
書
に
明
記
）

○
こ
の
達
成
の
た
め
に
は
、
年
平
均
5
2
万
h
aの

間
伐
等
の
実
施
が

必
要

１ ９ ９ ０ 年 度 の 温 室 効 果 ガ ス

排 出 量 に 対 す る 比 率■
京
都
議
定
書
に
基
づ
く
森
林
吸
収
量
の
推
移

35

55
52

0102030405060

H1
8

H1
9～

24
平
均

H2
5～

32
平
均

■
間
伐
面
積
の
推
移

■
間
伐
等
に
よ
る
森
林
吸
収
量
の
確
保

CO
2

森
林

整
備

※
１
：
19

90
年
時
点
で
森
林
で
な
か
っ
た
土
地
に
植
林
（
我
が
国
で
は
対
象
地
は
ご
く
わ
ず
か
）

※
２
：
19

90
年
以
降
に
行
っ
た
間
伐
等
の
森
林
整
備

1
9
9
0
年

以
降
に
人
為
活
動
（
｢新

規
・
再
植
林
｣※

１
､｢
森
林
経
営
｣※

２
が

行
わ

れ
て
い
る
森

林
に
お
け
る
吸
収
量
が
カ
ウ
ン
ト

→
間

伐
等

の
森

林
整

備
の

着
実

な
実

行
が

必
要

（
第

１
約

束
期

間
）

（
第

２
約

束
期

間
）

3.
2%

3.
5%

3.
6%

3.
8%

4.
0%

4.
1%

3.
0%

3.
5%

4.
0%

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

第
１
約

束
期

間

(H
1
9
)

(H
2
0
)

(H
2
1
)

(H
2
2
)

(H
2
3
)

(H
2
4
)

第
１
約

束
期
間

平
均
3.
8%

を
達

成 （
実
績
）

（
目
標
）

（
実
績
）

（
3
.8
%
）
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